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１ 趣旨

配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス。以下「ＤＶ」という。）を

防止し被害者を保護するため、平成１３年４月に「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律（以下「配偶者暴力防止法」という。）」が制定されまし

た。

具体的取組を進めていくため、県では、平成１７年度に「秋田県配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」を、平成２０年度に「第２期基本計

画」、平成２３年度に「第３期基本計画」、平成２６年度に「第４期基本計画」を策

定し、ＤＶを許さない社会の形成に向け関係機関との連携を図りながら施策を

推進してきました。この計画が令和元年度で終了することから、その成果と課題を

検証するとともに、配偶者暴力防止法の改正の動きや社会情勢等の変化を踏まえ、

計画の策定を行うこととしました。

２ 計画の性格

この計画は、配偶者暴力防止法第２条の３の規定に基づくとともに、国の示す「配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」（以

下「基本方針」という。）に即した、県における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本計画として策定するものです。

また、秋田県男女共同参画推進計画との整合性を図りながら、ＤＶを許さな

い社会の形成を目指します。

３ 計画の期間

この計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。

なお、計画の期間内においても、配偶者暴力防止法や国の基本方針の見直し等によ

り、新たに盛り込むべき事項等が生じた場合には、必要に応じて計画を見直すことと

します。

４ 計画推進にあたっての基本姿勢

ＤＶ防止に関する取組みの裾野を広げ、効果的に進めていくため、これまで以上に

地域における支援の充実と民間支援団体等との連携に力を入れていきます。

第１章 計画策定の趣旨
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また、限られた財政状況の中での施策の推進となることから、制度の弾力的な運用

や創意工夫に最大限取り組んでいきます。

５ 計画の特色

計画では、第４期基本計画（平成２７年度～３１年度）の基本目標と重点施策を軸

に構成し、施策の内容に関する理解が得られやすいよう、取り組むべき事業の内容と

主担当を明らかにしています。

６ 計画推進にあたっての役割分担

県は、この計画に沿って施策を実施しますが、市町村にあっては、住民に最も身

近な自治体として、県との連携による主体的な取組を求めるものです。

県民、職務関係者及び民間支援団体には、計画の趣旨を踏まえ、ＤＶに関する関

心と理解を深めながら、行政との連携による取組を期待します。

７ 計画の進行管理

県は、この計画の進捗状況や取組状況について、秋田県ＤＶ防止対策連絡協議会

（以下「ＤＶ対策会議」という。）において検討し、計画の進行管理に努めます。

【 用語解説 】

●ＤＶ（Domestic Violence）：ドメスティック・バイオレンス

一般的には、「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」

をいい、身体的暴力のみならず、精神的、経済的、性的暴力なども含まれる。

（配偶者暴力防止法では、配偶者には事実婚、元配偶者、生活の本拠を共にする交際相手

及び元交際相手を含む。）

●秋田県ＤＶ防止対策連絡協議会

構成機関：秋田地方法務局人権擁護課、秋田地方検察庁、秋田地方裁判所、秋田市、県

弁護士会、県医師会、県母子福祉協議会、学識経験者（秋田大学）、県関係各課、県警察

本部、県教育庁
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１ ＤＶに関する県の取組

○ 国においては、平成１３年４月に配偶者暴力防止法を制定し、ＤＶに係る通報、相

談、保護、自立支援等の体制を整備することを規定するとともに、国及び地方公共団

体は、ＤＶを防止し、被害者を保護する責務を有することが明記されました。

【配偶者暴力相談支援センターの設置】

○ 本県においては、平成１４年４月に女性相談所及び各地域振興局（８か所）、中央

男女共同参画センターの計１０か所を配偶者暴力相談支援センター（以下「ＤＶ相談

支援センター」という。）として指定し、ＤＶ被害者の発見、相談、保護、自立支援

等を行ってきました。

（なお、県福祉事務所の再編に伴い、ＤＶ相談支援センターは現在、女性相談所、県

福祉事務所４か所、中央男女共同参画センターの計６か所となっています。）

【発見・相談・保護・自立支援に向けた取組】

○ 女性相談所に、心理担当職員や電話相談員、専任保育士等を配置し、支援体制の充

実を図るとともに、各ＤＶ相談支援センターにも逐次、女性相談員を配置するなど、

県におけるＤＶ相談支援センターの機能強化に努めてきました。

平成14年度 ・女性相談所、秋田、鷹巣阿仁、平鹿福祉環境部に女性相談員を継続

して配置

・心理担当職員の配置

・夜間・休日の電話相談員の配置

平成15年度 ・一時保護所専任保育士の配置

平成16年度 ・大館、由利、仙北各福祉環境部に女性相談員を配置

平成17年度 ・心理担当職員の増員

平成18年度 ・山本福祉環境部に女性相談員を配置

平成22年度 ・一時保護所専任看護師の配置

【「秋田県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」の策定】

○ 本県においては、平成１３年４月に策定した「秋田県男女共同参画推進計画」に基づき、

平成１４年４月に「秋田県男女共同参画推進条例（あきたハーモニー条例 ）」を制定し、

男女間の暴力の防止に関する取組に努めることを明記しました。

第２章 ＤＶに関する取組状況と課題
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○ 平成１６年１２月に配偶者暴力防止法が改正され、都道府県基本計画の策定が義務

づけられたことから、本県では、ＤＶ被害者（以下「被害者」という。）の保護と自立

支援等に関する施策を総合的に推進し、被害者が自立して安定した生活ができるよう

支援するとともに、人権の擁護に関する意識を社会に浸透させ、ＤＶを許さない社会

を築くことを目的として、平成１８年３月に「秋田県配偶者からの暴力の防止及び配

偶者の保護に関する基本計画」を策定し、計画終了となる平成２１年３月に「第２期

基本計画」を、平成２４年３月に「第３期基本計画」を、平成２７年３月に「第４期

基本計画」を策定しました。

○ これらの計画に基づき、様々な啓発活動を展開するとともに、ＤＶ相談支援センタ

ーにおける相談活動の充実及び関係機関との連携強化など、暴力の防止から相談・保

護、自立に向けた多様な取組を行っています。

＜第４期基本計画における主な取組例＞

「許さない。ＤＶ」 ＤＶ防止啓発リーフレット等の作成及び街頭キャンペーン、

キャンペーン 出前講座等を実施

出張心理相談事業 心理担当職員による相談を実施

女性ダイヤル相談 フリーダイヤルによる電話相談を実施(0120-783-251）

電話相談員の配置 休日及び平日夜間の電話相談を実施

平日夜間(17:00～21:00）土･日･祝日(9:00～18:00)

※12/29～1/3を除く

配偶者暴力相談支援 各地域において関係機関との連携強化のため、学習会、事例

ネットワーク事業 検討、情報交換等を実施

ＤＶ対策会議 配偶者暴力防止法や基本計画に基づくＤＶの防止、被害者の保

護、自立支援等に関する施策について、総合的かつ効果的に推

進するため、全県レベルの会議を開催

ＤＶ被害者一時保護 県内にある社会福祉施設等（８か所）と委託契約し、被害者

委託事業 を緊急かつ安全に保護

相談担当者専門研修 医療機関、地域包括支援センター、民生委員・児童委員、民

間相談機関、行政機関等の相談担当職員の資質向上を図るた

め研修会を実施

市町村担当者研修 市町村の相談担当者がＤＶの特性等に関する理解を深め、被害

者に対する適切な情報提供や支援ができるよう研修会を実施

医療関係者のためのＤＶ 医療機関における被害者の発見と適切な情報提供、ＤＶ相談支援セ

被害者対応マニュアル ンター等への通報を容易にするための対応マニュアルを作成

ピアカウンセリング等の 相談担当者の精神的負担の軽減を図るため、関係機関の研修を活

機会の確保 用し、ピアカウンセリングやスーパーバイズを受ける場を設定
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【 用語解説 】

●ピアカウンセリング

何らかの共通点（同じような環境や悩み）を持つ（又は経験した）者が、対等な立場で同じ

仲間として行うカウンセリングのこと。

●スーパーバイズ

高度な知識や経験に基づき、より専門的で適切な指導、支援を行うこと。

２ ＤＶ相談等の状況

【相談件数の推移】

○ ＤＶに関する相談は、県内６か所のＤＶ相談支援センターを中心に実施しています。

相談件数はここ数年６００件台で推移し、平成２３年度以降、年々減少傾向にあり

ますが、ＤＶを理由に一時保護された者の数は横ばい(P7)となっております。

また相談者の９割以上が女性ですが、男性からの相談も寄せられています。

＜ＤＶ相談支援センターの相談件数の推移＞ （単位：件）

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

相 談 件 数 1,239 1,018 1,022 922 844 664 606 649

種類別 来所 311 330 401 416 402 271 244 249

電話 823 570 494 440 415 327 330 383

その他 105 118 127 66 27 66 32 17

性 別 女 性 1,233 1,017 1,020 914 839 660 602 638

男 性 6 1 2 8 5 4 4 11

(出典：「女性相談の概要」）

＜各ＤＶ相談支援センター別相談件数（平成３０年度）＞ （単位：件）

女性 北福祉 山本福祉 中央福祉 南福祉 中央男女

相談所 事務所 事務所 事務所 事務所 共同参画 計

センター

来 所 81 36 29 35 50 18 249

電 話 139 30 6 40 85 83 383

その他（訪問等） 15 0 0 2 0 0 17

計 235 66 35 77 135 101 649

(出典：「女性相談の概要」）

○ 平成３０年度におけるＤＶを受けている者を発見した者からの通報は２６件、保護命令申

立に伴い裁判所から書面の提出を求められ提出した件数は７件で、通報については前年度に

比べて増加しました。
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＜配偶者暴力防止法に基づく対応＞ （単位：件）

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

①発見者からの通報 53 62 59 38 36 24 20 26

②裁判所への書面提出 24 22 32 24 15 4 13 7

③更なる裁判所への説明 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）①第6条 ②第14条第2項 ③第14条第3項 (出典：「女性相談の概要」）

○ 保護命令の発令件数は、平成２９年が１６件、平成３０年は７件で、前年より９件

減少しています。

＜保護命令発令件数の推移＞ （単位：件）

集計年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

件 数 22 27 21 27 19 10 16 7

（出典：「最高裁判所提供資料」）

○ 配偶者暴力事案について秋田県警察本部が取り扱った件数は、平成２９年は３６６件、

平成３０年は３０７件となっております。

＜秋田県警察本部における配偶者暴力事案取扱い件数＞ （単位：件）

集計年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

件 数 227 294 409 349 334 331 366 307

（出典：「警察本部調査」）

○ 日本語が十分話せない被害者からの相談は平成３０年度は８件で、最も多かったのは平成

２５年度の３０件となっています。

＜日本語が十分話せない被害者からの相談件数＞ （単位：件）

区分 合 計 性 別 内 訳

年度 女性 男性 英 語 タガログ語 韓国語 中国語 ロシア語

平成２８年度 4 4 0 1 0 0 0 0

平成２９年度 14 14 0 1 10 0 2 0

平成３０年度 8 8 0 0 5 0 3 0

内 来 所 8 8 0 0 5 0 3 0

電 話 0 0 0 0 0 0 0 0

訳 その他 0 0 0 0 0 0 0 0

(出典：「女性相談の概要」）

○ 障害のある被害者からの相談は、平成３０年度は２６件で知的・精神障害が多くなってい

ます。
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＜障害のある被害者からの相談件数＞ （単位：件）

区分 合 計 性 別 内 訳

女性 男性 知的 ・ 視覚障害 聴覚・平衡機 音声・言語・そし 肢体不自由 その他の身体

年度 精神障害 能の障害 ゃく機能の障害 障害

平成２８年度 30 30 0 28 0 0 0 1 1

平成２９年度 13 13 0 13 0 0 0 0 0

平成３０年度 26 26 0 25 0 0 0 1 0

内 来 所 14 14 0 14 0 0 0 0 0

電 話 12 12 0 11 0 0 0 1 0

訳 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(出典：「女性相談の概要」）

○ 交際相手からの暴力に関する通報件数は年々減少しています。

＜交際相手からの暴力に関する相談・通報件数＞（単位：件）

区分 合 計 性 別 通 報

年度 女性 男性

平成２８年度 16 16 0 0

平成２９年度 12 11 1 0

平成３０年度 8 8 0 0 (出典：「女性相談の概要」）

○ 女性相談所や一時保護委託施設にＤＶを理由として一時保護された者は、平成２９年度

は１９名、平成３０年度は１３名となっており、一時保護者に対する割合は、その年によ

って５～８割とばらつきがあります。

＜一時保護人員の推移＞ （単位：件）

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

保 護 女 性 28 40 62 34 24 37 27 25

同 伴 児 童 26 31 53 21 24 31 23 10

合計 54 71 115 55 48 68 50 35

うちＤＶを理由とする者 18 28 42 26 20 25 19 13

被害者の割合 64.3% 70.0% 67.7% 76.5% 83.3% 67.6% 70.4% 52.0%

（注）同伴児童には同伴者を含む (出典：「女性相談の概要」）

○ 被害者の一時保護への経路は、警察、本人自身、福祉事務所の順となっています。

＜経路別状況（平成３０年度）＞ （単位：件）

本人 警察 法務 他相談員 福祉事務所 医療機関 他相談機関 合計

保護女性 人数 6 13 0 0 5 1 0 25

比率 24.0% 52.0% 0.0% 0.0% 20.0% 4.0% 0.0% 100.0%

(うち被害者) 人数 4 5 0 0 4 0 0 13

比率 30.8% 38.5% 0.0% 0.0% 30.8% 0.0% 0.0% 100.0%

(女性相談所実績まとめによる）
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○ 年齢別では、３０代が最も多く約３割を占め、次いで２０代となっています。

＜一時保護の年齢別状況（平成３０年度）＞ （単位：件）

２０歳未満 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６５歳未満 7５歳未満 ７５歳以上 合計

平成30年度 2(0) 7(2) 8(5) 3(2) 1(1) 0 3(2) 1(1) 25(13)

(注)（ ）内はうち被害女性の人数 (女性相談所実績まとめによる）

○ 被害者の一時保護所からの退所先は、帰郷が多く、次いで帰宅、自立、婦人保護施設

や社会福祉施設への入所の順となっています。

＜一時保護後の状況＞ （単位：件）

帰宅 帰郷 婦人保護 社会福祉 入院 自立 その他 合計

保護女性 施設 施設

H28 人数 6 7 4 4 1 8 5 35

H29 人数 4 5 1 6 0 6 4 26

H30 人数 5 6 2 2 2 4 1 22

比率 20.0% 24.0% 8.0% 8.0% 8.0% 16.0% 4.0% 88.0%

(うち 人数 2 4 1 1 0 2 1 11

被害者) 比率 15.4% 30.8% 7.7% 7.7% 0.0% 15.4% 7.7% 84.6%

（注） 保護女性：年度末現在継続中 3件（12.0%） (女性相談所実績まとめによる）

被害者：年度末現在継続中 2件（15.4%）

○ 被害者の一時保護所平均入所期間は15.0日で一時保護全体よりも長くなっています。

＜入所期間別人員の状況（平成３０年度）＞ （単位：件）

1～5日 6～10日 11～15日 16～20日 21～30日 31日以上 合計 平均

保 護 女 性 9 4 4 2 5 1 25 13.6日

（ う ち被害者 ） 6 0 2 1 3 1 13 15.0日

(出典：「女性相談の概要」）

【 用語解説 】

●保護命令

配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けたＤＶ被害者が、配偶者

からの暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判

所が被害者からの申立により配偶者に対して発する命令。

（被害者への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、被害者の同居の子や親族等への

接近禁止命令、被害者とともに生活の本拠としている住居からの退去命令）

保護命令に違反すると１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処せられる。
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３ 成果と課題

【これまでの主な成果】

○ 県民の理解と関心を高めるため、県では毎年１１月をＤＶ防止推進月間とし、市町

村や民間支援団体等の協力を得て全県的に街頭キャンペーンを展開するとともに、関

係機関で実施する事業を活用しながらＤＶ防止の啓発と相談窓口の周知に努めてきま

した。

○ 教育現場では子どもの頃からの人権教育として、子ども達への教育活動とともに、

教職員等指導者側の研修の拡充が図られてきています。

また、若者に対しては、デートＤＶ予防用リーフレットを作成し、県内の各高校や

大学等に配布し、デートＤＶへの理解を促すことに努めています。

特に高校生には「デートＤＶ予防ハイスクール・セミナー」を実施しており、事業

開始時の平成１６年度の３校から、平成２７年度２４校、平成３０年度は２６校と実

施校が増え、対象の学年も拡大してきています。

○ 相談・通報のあった被害者への対応については、女性相談所を中心にＤＶ相談支援

センターの機能強化を図りながら、相談・保護を行っています。

被害者の自立に向けては、関係機関と連携を図り、住宅の確保や就業、各種援護・

支援制度の利用等、社会資源を活用し取り組んできました。

○ 被害者等の発見・情報提供・通報及び二次被害の防止のため、研修会を開催し、相

談担当者、市町村、医療機関、地域包括支援センター、教育機関職員等の参加を促し、

ＤＶ防止への理解を深めてもらうよう努めてきました。

また、平成２５年度には、医療関係者のためのＤＶ被害者対応マニュアルを作成・

配付し、医療現場でのＤＶ防止についての正しい認識と対応により積極的な支援につ

ながるよう努めました。

○ ＤＶに関する各地域の取組にあたっては、関係機関と緊密に連携を図ることが重要

であることから、各地域において配偶者暴力相談支援ネットワーク会議を開催してい

ます。平成２５年度からは開催地区を見直し、これまでの５地区から７地区に拡大し

て、地域の関係者が共通認識のもとで、迅速かつきめ細かに適切な被害者支援が提供

できる体制を整備しています。

【今後の課題】

○ 県民の理解の促進

ＤＶに関する理解を深めていくためには、できる限り多くの県民に関心を持っても

らうことが不可欠であり、民間支援団体との連携協力のもと、様々な媒体や手法を工

夫しながら、よりきめ細かに幅広く周知を図っていく必要があります。

また、ＤＶ防止についての予防的観点から、学校・家庭・地域において、人権教育

や若年者への教育啓発を継続的に行っていくことが必要です。さらに、障害を抱えた

方からの相談も多く、様々な被害に遭うリスクを早期から教育すると共に、相談窓口
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を周知する方法について検討していく必要があります。

○ 多様な相談への対応

被害者にも加害者にもならないために、性別を問わず相談しやすい環境を整備する

必要があります。また、様々な配慮を必要とする相談に対応できるよう、相談体制の

充実を図る必要があります。

また、男性や様々な配慮を必要とする場合の一時保護については、引き続き関係機

関と情報交換しながら対応を検討していく必要があります。

さらに、被害者の回復には自助グループに参加することが有効とされているものの、

県内では被害者の組織化はされていないことから、活動歴のある民間支援団体の活動

支援や、一時保護退所者に対し出張心理相談事業の活用を促すなど退所後支援に結び

つくようフォロー体制を検討していく必要があります。

○ 職務関係者に対する研修及び啓発

相談対応にあたっては、被害者が安心してニーズにあった支援を受けることができ

るよう、ＤＶについての理解と支援施策や対応等についての理解を深め、被害者の立

場に立った切れ目のない支援を行うことが求められています。そのためには、各機関

の窓口や相談担当等の職務関係者のスキルアップが重要であることから、継続的に研

修を実施するとともに幅広い機関が参加できるよう研修の充実を図り、各機関へ働き

かけを行っていく必要があります。

○ 医療関係者のためのＤＶ被害者対応マニュアルの活用

医療機関において、被害者の発見・情報提供・通報等が円滑にできるよう、医療関

係者のためのＤＶ被害者対応マニュアルの浸透と活用を図っていく必要があります。

○ 被害者等の保護及び安全確保

緊急時の保護や移送等、関係機関と連携を要する場合の情報共有や連絡体制につい

て、引き続き共通認識のもとで対応する必要があります。

また、被害者の相談に関する情報が加害者に漏れた場合、加害者から追及の危険に

さらされたり、また、ＤＶそのものが個人のプライバシーに関するものであり、被害

者が安心して相談できない場合もあることから、その支援にあたっては守秘義務を徹

底し、厳正な情報管理を行う必要があります。

被害者等の保護に当たっては、被害者等の安全確保とともに、職務関係者等の安全

確保も重要であり、加害者への対応について関係者が理解し、全県統一した対応を行

うことが必要です。

○ 被害者支援に関わる各関係機関と民間支援団体との連携推進

ＤＶに関する取組の裾野を広げ、より充実したものとしていくためには、専門や実

務における実践的で有効な支援が必要であり、今後は、さらに地域で被害者支援活動

を行っている民間支援団体と連携しながら取り組んでいく必要があります。

○ ＤＶ対応と児童虐待対応の連携強化

令和元年度６月の児童虐待防止法改正を踏まえ、ＤＶ対応機関は児童虐待の早期発
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見に努め、児童虐待対応機関は被害者の適切な保護に協力するよう努める必要があり

ます。

○ 新複合化相談施設の整備を見据えた関係機関との連携強化

令和４年度に開設予定の新複合化相談施設においては、精神保健福祉センターと福

祉相談センター、中央児童相談所、女性相談所が同一施設内に整備されることから、

より専門的な知見を持つ職員の緊密な連携が図られることが期待されます。

○ 市町村における取組の推進

住民に最も身近な行政主体である市町村については、配偶者暴力防止法により基本

計画の策定とＤＶ相談支援センターの設置が努力義務とされていますが、単独で基本

計画を策定した市町村は１市のみです。また、男女共同参画基本計画等の他の計画に

ＤＶ対策や被害者支援の施策を盛り込んでいる市町村が８市町村(Ｈ２６)から１９市

町村（Ｒ１）に拡大しましたが、引き続き積極的な取組に向け、全市町村が計画策定

されるよう働きかける必要があります。

○ 新たな課題による施策への反映

被害者支援の現場では、施策としてまとめきれない様々な問題が発生しています。

そのような事例についてはその場限りとすることなく、情報を集積及び分析し、共有

化することにより、今後の施策に反映させる必要があります。

○C 2015 秋田県んだッチ
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１ 基本理念

～ 配偶者等からの暴力を許さない社会の形成 ～

ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、直接暴力を

受けた本人だけではなく、その家庭の子どもや親族等も被害者となりま

す。

ＤＶの防止と被害者の発見・相談・保護・自立支援に向け、県、市町

村、関係機関、民間団体及び県民等が連携して取り組み、ＤＶを許さな

い社会の形成を目指します。

２ 基本目標と重点施策

基本理念の実現に向け、４つの基本目標に基づき１１の重点施策を展

開します。

第３章 基本目標別施策

基本理念

Ⅰ　暴力の防止及び抑
止に向けた取組の促進

Ⅱ　被害者の相談・
保護体制の充実

Ⅲ　被害者の
自立支援

Ⅳ　関係機関の連携強化
と研修等による資質向上

２
　
加
害
者
対
策
の
推
進

１
　
多
様
な
啓
発
と
人
権
教
育
の
強
化

７
　
同
伴
児
童
へ
の
支
援
の
充
実

６
　
迅
速
で
安
全
な
保
護
体
制
の
推
進

５
　
市
町
村(

地
域)

に
お
け
る
取
組
の
強
化

４
　
相
談
・
支
援
の
推
進

３
　
発
見
・
情
報
提
供
・
通
報
に
関
す
る
取
組
の
促
進

９
　
心
の
回
復
支
援
の
促
進

８
　
生
活
基
盤
を
整
え
る
た
め
の
支
援
の
促
進

11
　
支
援
者
等
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
と
安
全
確
保

10
　
関
係
機
関
の
連
携
強
化
に
よ
る
取
組
の
推
進

基本目標

重点施策
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◎ 現状と課題

●民間支援団体等との連携による啓発・広報の展開

ＤＶを防止するためには、お互いの人権を尊重することやＤＶが犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であることをよく理解し、個人の尊厳を傷つける暴力は許

さないという意識を社会全体で共有していくことが必要です。

県では、１１月をＤＶ防止推進月間と定め「許さない。ＤＶ」キャンペーン等を

実施していますが、引き続いて周知していく必要があります。

県内の相談件数はここ数年は６００件台で推移し、年々減少傾向にありますが相

談内容は複雑多様化してきており、相談できずにひとりで悩みを抱え、重大な事態

になってから相談につながる場合も少なくないことから、引き続き、市町村、民間

支援団体等と連携し、県民に各種相談窓口について、きめ細かに周知していく必要

があります。また、障害を抱えた方からの相談も多く、様々な被害に遭うリスクを早

期から教育すると共に、相談窓口を周知する方法について検討していく必要があります。

●若年者に対する人権教育の強化

幼稚園・保育所・認定こども園等では、各種研修会や訪問時に情報提供や助言を

行うことにより、園内研修のテーマに取り上げる等、問題意識の共有が図られてき

ていますが、さらに浸透するよう継続して取り組むことが必要です。

また、年々深刻化する児童虐待やいじめ、若年層に拡がっているデートＤＶへの

対応として、子どもや若い世代が「被害者にも加害者にもならない」ためにも、今

後も性別に関わりなく、互いに認め合い、思いやりのある関係を築ける「秋田の子

ども」の育成を図っていくことが必要です。

若年層に対しては、高校でのセミナーに講師を派遣し、男女共同参画の推進を阻

害する性別による人権侵害等の予防などに向けた啓発を行っており、事後アンケー

トによると概ね理解が深まっていることから、引き続き実施していく必要がありま

す。

教職員向けの研修講座等において、ＤＶとデートＤＶを取り上げ、生徒がＤＶに

陥る危険性について伝えています。

●被害者に対する理解の増進

県民の誰もが犯罪等の被害者になる可能性があり、被害者の多くは受け入れがた

い痛みや苦しみを抱え続けていることから、被害者が様々な問題や負担を軽減し、

平穏な生活を早期に回復できるよう、被害者の心情や支援の必要性を引き続き県民

に理解してもらう必要があります。

基本目標Ⅰ 暴力の防止及び抑止に向けた取組の促進

重点施策１ 多様な啓発と人権教育の強化
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◎ 施策を構成する柱とその内容

(1) 啓発・広報等の実施

○ ＤＶに関する県民の関心を高め、理解を深めるため、市町村や医療・司法などの

専門機関はもとより、民間支援団体の協力を得ながら、多様な団体の参加によるＤ

Ｖ防止キャンペーンを実施します。

また、啓発・広報活動にあたっては、相談機関に加え、スーパーマーケット等の

民間企業等多くの協力を得て社会資源を活用しながら、様々な手法を工夫し幅広い

周知を図っていきます。

(2) 人権教育の強化
○ 幼稚園・保育所・認定こども園や学校などにおいて、子どもの発達段階や成長過
程に応じ、男女共同参画に関する意識の高揚や、個人を尊重し合う心情の育成のた
め、人権教育を推進します。
学校においては、平成２６年度に県教育委員会が作成した「学校教育の指針」に

新設した人権教育の内容や人権教育の取組例を活用し、各学校における実践を推進

します。

また、若年者向けのＤＶ予防教育を通して、性別に関わりなく、互いに認め合い、

思いやりのある関係を築くことを意識させるよう努めます。

○ 家庭を取り巻く環境の変化にともない、家庭の教育力の低下やインターネット等

のトラブル、子どもとのコミュニケーション不足等の現代的課題に対応するため、

社会全体で家庭教育を支援するよう啓発を行います。

○ 被害者の心情や支援の必要性について、県や国で定めた犯罪被害者に係る広報啓

発活動期間等を通じて周知し、理解を深めます。

◎ 主な取組と内容

表中 ◆は継続して取り組む事業・取組
☆は新たに取り組む事業・取組

(1) 啓発・広報等の実施

主な取組 取組内容 主担当

◆「許さない。ＤＶ」キャンペ １１月をＤＶ防止推進月間として、県及び市町村が主体となり、街 地域・家庭福祉課

ーンの実施 頭キャンペーンや様々な媒体・手法を用いた啓発活動を実施す 女性相談所

る。 県福祉事務所

◆出前講座の活用等によ 団体、グループなどの学習会等に出向き、出前講座を実施す 女性相談所

る啓発・広報 る。 また、関係団体からの講師依頼についても対応をする。

◆ＤＶ防止リーフレット等の ＤＶの被害者にも加害者にもならないための啓発リーフレット 地域・家庭福祉課

作成・配布 や、被害者が身の安全を守るための留意事項やＤＶ被害に関す

るチェックシートなどを掲載したパンフレット等を作成し、教育・行

政機関や障害福祉サービス事業所、民間支援団体等の協力によ

り幅広く配布する。

◆女性相談所のしおりの 女性相談所の業務や事業について理解と協力が得られる 女性相談所

配布及びホームページの よう、女性相談所のしおり等を関連会議等で活用するほか、

充実 ホームページを充実させる。

◆基本計画（第５期）の周 計画の趣旨や内容について、会議・研修会や地域・家庭福祉 地域・家庭福祉課

知 課ホームページ等を活用して周知に努める。
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(2) 人権教育の強化

主な取組 取組内容 主担当

◆男女共同参画に関する 男女共同参画副読本の活用や、高校からの依頼に応じデート 次世代・女性活躍支

意識の醸成 ＤＶ予防セミナーの講師を派遣しているほか、男女共同参画センタ 援課

ー等により情報及び研修機会の提供を行う。

◆乳幼児期からの人権教 保育者、友達、保護者等との触れ合いを深める直接的・具体的 幼保推進課

育の充実 な体験活動を通し、乳幼児期にふさわしい道徳性・人権感覚の芽

生えを培う教育・保育の充実を図る。

◆人権教育の取組の充実 学校教育の指針（県教育委員会作成）に、人権教育の重点事 義務教育課

項を掲載し、各学校において各発達段階及び障害の状態等に応 特別支援教育課

じた人権教育の取組の充実を図る。

◆犯罪被害者等に対する 犯罪被害者等のおかれている状況及び犯罪被害者支援の必 県民生活課

県民の理解の増進 要性について、様々な機会を活用し県民の関心と理解を深める。

◆教職員に対する研修講 総合教育センターの研修講座において、養護教諭５年経験者 生涯学習課

座の実施（「ＤＶ、デートＤＶ 等を対象に、受講者に合わせた講話を実施する。

について」 ）

◆教員研修の充実 教員の指導力の向上を図るため、総合教育センターにおける 高校教育課

研修会・講座の実施、校内研修会や事例研究会、各地域ごとの

講演会等を実施する。

◆教育相談活動の充実 教育相談部が生徒指導部や保健部と連携を深め、教員間の情 高校教育課

報交換を進める。

特にいじめについては、いじめ防止対策組織との連携も密に

し、生徒が健やかに成長できるよう環境づくりに努める。

◆家庭教育支援の充実 家庭教育フォーラムなどの機会を通じて、家庭教育の様々な課 生涯学習課

題を共有し、すべての保護者が充実した家庭教育を行うことや、

社会全体で支援していくことの重要性・必要性を啓発する。

◆社会教育アドバイザーの 教育事務所、生涯学習センターに社会教育アドバイザーを配 生涯学習課

配置 置し、教育委員会や児童生徒の保護者等に指導・助言する。

◆県庁出前講座の実施 保護者や教員等を対象に、家庭教育学級やＰＴＡ研修・就学時 生涯学習課

（「家庭教育の充実」等） 健診等を活用し、家庭教育に関することや子どもたちの健全なイ 生涯学習センター

ンターネット・SNS利用の問題をテーマにした講座を実施する。

◆ＰＴＡ活動における研修 各ＰＴＡ団体が家庭教育や人権教育をテーマとした研修を充実 生涯学習課

等の充実 して行えるよう、出前講座の実施や講師紹介、情報提供等を行い

活動を支援していく。

◆デートＤＶ予防ハイスク 互いを尊重し合う人間関係を築けるように豊かな心を育てると 高校教育課

ール・セミナー ともに、デートＤＶ予防について、生徒が「被害者にも加害者

にもならない」よう適切な指導を行う。

【 用語解説 】

●家庭教育

家庭において、父母やその他の保護者が子に対して行うもので、生活のために必要な習慣を身に

つけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和が取れた発達を図るもの。人間の一生において

最初に行われる教育。

●社会教育

学校教育法に基づき学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に

対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーション活動を含む。）をいう。
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◎ 現状と課題

●加害者対策の推進

加害者がアルコール・薬物依存やうつ病等の精神疾患等の場合のほか、暴力を振

るっているにもかかわらずＤＶの認識がないケースが見られますが、このような加

害者への対応は不十分なままとなっており、具体的な対策を講ずる必要があります。

また、加害者の更生に向けた取組に関して、有効な対策を講じ得ていない状況に

あるため、国や関係団体等の加害者更生プログラム等の取組について情報収集に努

めながら、加害者からの相談体制のあり方を検討する必要があります。

さらに、加害者にも被害者にもならないためには、子どもの頃からの教育が必要

であり、引き続き高校生等の若者を対象とした啓発に努めることが大切です。

◎ 施策を構成する柱とその内容

(1) 加害者対策の推進

○ 被害者や職務担当者の安全確保のため、加害者への対応については、会議・研修

等を通じ理解を得て全県統一した対応を行うとともに、加害者更生については、引

き続き国や関係団体等の取組についての情報収集を行い、加害者対策について検討

します。

○ アルコールや薬物依存等の問題に関しては、専門機関において相談活動を行うと

ともに、研修会等を開催し、依存症等に関する正しい知識の普及に努めます。

◎ 主な取組と内容

(1) 加害者対策の推進

主な取組 取組内容 主担当

◆全県統一した加害者対 関係機関の研修等を活用し、「加害者対応マニュアル」（内閣府 地域・家庭福祉課

応の実施 男女共同参画局作成）等に準拠した対応の確認や関係部署との 女性相談所

役割分担の明確化等により各関係機関が加害者に対して統一し 県福祉事務所

た対応を行うことができるようにする。

◆加害者更生に関する情 本県における加害者の背景と現状を把握するよう努め、あわせ 地域・家庭福祉課

報収集 て国や関係団体等の取組について情報収集に努める。

◆うつ病対策 関係者を対象としたうつ病対策研修やうつ病に対する医療等 保健・疾病対策課

の支援対策強化事業等を引き続き実施する。

◆アディクションへの相談 精神保健福祉センター及び保健所において、アルコール・薬物 精神保健福祉

支援 ・ギャンブル依存等の問題に関連する相談に対応する。 センター

また、精神保健福祉センターにおいては、アルコール・薬物関 保健所

連問題に対する関心と理解を深めるための研修会、断酒会等自 障害福祉課

助グループへの技術的支援や情報交換等を行い、嗜癖関連問題

の解決に向けた支援を行う。

重点施策２ 加害者対策の推進
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【 用語解説 】

●アディクション

本人にとって不利益が生じているにもかかわらず、何らかの状態を繰り返し、やめたいと思っても

そこから抜けられなくなること。日本語では嗜癖と呼ばれることもあります。

代表的なものとして、アルコール、薬物、ニコチン、ギャンブル、ショッピングなどがあります。
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◎ 現状と課題

●啓発・広報等の実施

ＤＶ防止に向けた啓発活動の一環として、リーフレット等を作成・配布している

ほか、研修会の開催や出前講座等を通じて、発見・情報提供・通報に関する周知を

図っていますが、引き続き、民間企業等の協力を得ながら、パンフレット等の設置

場所を確保するなど、きめ細かに幅広く周知を図っていく必要があります。

●職務関係者等からの発見・情報提供・通報に向けた取組

ＤＶは家庭内で行われることが多く、外部からの発見が困難となっている中で、

身近な相談先である市町村職員、民生委員・児童委員、人権擁護委員、被害者を発

見しやすい医療関係者や家族の変化に気付きやすい母子保健関係者、児童の様子か

ら家庭の中で起きている暴力等を発見しやすい教育関係者等には、発見・情報提供

・通報への役割が特に期待されています。

引き続きＤＶに関する研修会や各地域で開催する配偶者暴力相談支援ネットワー

ク会議への参加について働きかけを行い、関係者がＤＶの問題について共通認識を

持ち、適切な対応ができるよう取組を強化していく必要があります。

◎ 施策を構成する柱とその内容

(1) 啓発・広報等の実施 再掲

○ ＤＶに関する県民の関心を高め、理解を深めるため、市町村や医療・司法などの

専門機関はもとより、民間支援団体の協力を得ながら、多様な団体の参加によるＤ

Ｖ防止キャンペーンを実施します。

また、啓発・広報活動にあたっては、相談機関に加え、スーパーマーケット等の

民間企業等多くの協力を得て社会資源を活用しながら、様々な手法を工夫し幅広い

周知を図っていきます。

(2) 市町村職員、民生委員・児童委員、人権擁護委員等からの発見・情報提供・通報

○ 母子保健等の相談を担当する市町村職員や民生委員・児童委員、人権擁護委員等

幅広い職種に参加を呼びかけ、初期対応等についての基礎的な研修を実施します。

○ 子育て世代包括支援センターにおいては、市町村保健師が妊娠期から子育て期に

わたって切れ目なく家族を支援するため、変化に気付きやすく、ＤＶ等の早期発見

も期待できるため、ＤＶの特徴や関係機関と連携した支援の方法について知識を習

得できるよう働きかけていきます。

基本目標Ⅱ 被害者の相談・保護体制の充実

重点施策３ 発見・情報提供・通報に関する取組の促進
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(3) 医療関係者からの発見・情報提供・通報

○ 医療関係者からの被害者の発見と関係機関への情報提供等を積極的に行うことが

できるように、ＤＶに関する研修会等への参加と、平成２５年度に県で作成した「医

療関係者のためのＤＶ被害者対応マニュアル」の浸透と活用を働きかけます。

(4) 教育関係者からの発見・情報提供・通報

○ 教育関係者が、児童の様子から家庭の中で起きている暴力等に気づき、関係機関

への情報提供、相談などが容易にできるような環境を整備するとともに、ＤＶに関

する研修会等への参加を働きかけます。

(5) 警察における対応

○ 通報における事案の緊急性、危険性等を判断しながら、一歩踏み込んだ現場対応

を念頭に取組を推進します。

◎ 主な取組と内容

(1) 啓発・広報等の実施

主な取組 取組内容 主担当

◆「許さない。ＤＶ」キャンペ １１月をＤＶ防止推進月間として、県及び市町村が主体となり、街 地域・家庭福祉課

ーンの実施（再掲） 頭キャンペーンや様々な媒体・手法を用いた啓発活動を実施す 女性相談所

る。 県福祉事務所

◆出前講座の活用等によ 団体、グループなどの学習会等に出向き、出前講座を実施す 女性相談所

る啓発・広報（再掲） る。 また、関係団体からの講師依頼についても対応をする。

◆ＤＶ防止リーフレット等の ＤＶの被害者にも加害者にもならないための啓発リーフレットや、 地域・家庭福祉課

作成・配布（再掲） 被害者が身の安全を守るための留意事項やＤＶ被害に関するチ

ェックシートなどを掲載したパンフレット等を作成し、教育・行政機

関や障害福祉サービス事業所、民間支援団体等の協力により幅

広く配布する。

(2) 市町村職員、民生委員・児童委員、人権擁護委員等からの発見・情報提供・通報

主な取組 取組内容 主担当

◆配偶者暴力相談支援ネ 各地域のＤＶ相談支援センターを中心に関係機関が集まり、相 地域・家庭福祉課

ットワーク会議 互の連携強化と担当職員間の共通認識を深めるため、制度や対 女性相談所

応についての学習会や事例検討、情報交換等を実施する。 県福祉事務所

◆ＤＶに関する研修会等へ ＤＶに関する理解を深め、被害者の早期発見、支援に結びつけ 地域・家庭福祉課

の参加の働きかけ るため、市町村職員、民生委員・児童委員、人権擁護委員、医療 女性相談所

機関、メンタルヘルスサポーター、母子保健コーディネーター等に

対し研修会等への参加を働きかける。

☆母子保健連絡調整会議 子育て世代包括支援センターにおいて、市町村の保健師が行 保健・疾病対策課

等を通じた知識の習得 う支援を通じてＤＶの早期発見ができるよう、母子保健連絡調整

会議等の中で家庭内暴力に関する知識の習得を図っていく。 ま

た、ＤＶ発見時に関係機関等と連携した支援が行えるよう働きか

けていく。

(3) 医療関係者からの発見・情報提供・通報

主な取組 取組内容 主担当

◆配偶者暴力相談支援ネ 各地域のＤＶ相談支援センターを中心に関係機関が集まり、相 地域・家庭福祉課

ットワーク会議（再掲） 互の連携強化と担当職員間の共通認識を深めるため、制度や対 女性相談所

応についての学習会や事例検討、情報交換等を実施する。 県福祉事務所

◆医療関係者のためのＤＶ 医療関係者のためのＤＶ被害者対応マニュアルの浸透と 地域・家庭福祉課

被害者対応マニュアル 活用を働きかけるとともに、ＤＶ相談支援センターの周知を図 女性相談所
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る。 医務薬事課

◆ＤＶに関する研修会等へ ＤＶに関する理解を深め、被害者の早期発見、支援に結びつけ 地域・家庭福祉課

の参加の働きかけ るため、医療関係者に対し研修会等への参加を働きかける。 女性相談所

(4) 教育関係者からの発見・情報提供・通報

主な取組 取組内容 主担当

◆配偶者暴力相談支援ネ 各地域のＤＶ相談支援センターを中心に関係機関が集まり、相 地域・家庭福祉課

ットワーク会議（再掲） 互の連携強化と担当職員間の共通認識を深めるため、制度や対 女性相談所

応についての学習会や事例検討、情報交換等を実施する。 県福祉事務所

◆ＤＶに関する研修会等へ ＤＶに関する理解を深め、被害者の早期発見、支援に結びつけ 地域・家庭福祉課

の参加の働きかけ るため、教育関係者に対し研修会等への参加を働きかける。 女性相談所

主な取組 取組内容 主担当

◆児童虐待への対応 不登校調査(県教育委員会が年２回実施）により実態を把握す 義務教育課

る（不登校の背景に児童虐待の疑いがある児童生徒数の項目）。 各教育事務所・

市町村においては各市町村教育委員会の生徒指導担当指導 出張所

主事等が中心となり、学校と連携しながら状況把握を行い、関係 総合教育センター

機関と連携しながら対応する。県教育委員会はその助言を行う。

(5) 警察における対応

主な取組 取組内容 主担当

◆通報を受けた場合の警 通報等によりＤＶが認められる時は、暴力の制止、被害者の保 警察本部

察の対応 護その他ＤＶ被害の拡大を防止するため、必要な措置を講ずると 少年女性安全課

ともに、被害者の意思を尊重しながら関係機関と連携して速やか

に対応する。

【 用語解説 】

●子育て世代包括支援センター

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供できることを目的として、市町村が設置

する機関。センターでは、保健師等を配置して、妊産婦とその家族からの相談に応じ、必要な情

報提供や関係機関との調整、支援プランの策定などを行う。

（母子保健法第22条）
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◎ 現状と課題

●ＤＶ相談支援センターにおける相談・支援の実施

女性相談所は、ＤＶ相談支援センターの中核として、一時保護業務を行うととも

に、心理担当職員によるカウンセリング等も行っています。また、夜間・休日の電

話相談員を配置しているほか、フリーダイヤルでの相談やEメールでも相談に応じ

ています。

ＤＶ相談支援センターは、引き続き専門機関として市町村に対し助言や情報提供

を行うとともに、連携を強化し、被害者支援に努める必要があります。

最近では、ＤＶ相談支援センターに男性被害者からの相談も寄せられていること

から、男性も相談しやすい環境を整備するとともに、今後増加していくと考えられ

る多様な相談への対応を検討していく必要があります。

●性別を問わず相談しやすい環境の整備

依然として男性から女性への暴力が多い現状ですが、男性が悩みを抱えた場合、

相談できる窓口が十分に整っている環境とは言えません。ＤＶ相談支援センターが

受けた相談のうち、男性からの相談は少ない状況にありますが、相談内容は夫婦関

係や生き方、人間関係など幅広い内容となっていることから、ＤＶの加害者にも被

害者にもならないために、今後も関係機関が連携し、性別を問わず相談しやすい環

境を整備するとともにその周知を図る必要があります。

●外国人被害者への支援

秋田県内の在留外国人数は年々増加しており、公益財団法人秋田県国際交流協会

内に設置されている秋田県外国人相談センター(以下「外国人相談センター」とい

う。）に寄せられる外国人被害者からの相談も今後増える可能性があることから、

引き続き現在の相談体制を維持して充実させていく必要があります。

また、言語や生活習慣、考え方の違いによるトラブルも発生しやすくなることか

ら、外国人相談センターと連携を密にして取り組んでいますが、さらに外国人被害

者が相談や支援を受けやすい環境の整備が課題となっています。

●高齢者への支援

高齢者が女性相談所の一時保護に至るケースもあり、その背景には認知症が絡ん

でいる場合も少なくありません。高齢者総合相談・生活支援センターでは、高齢者

に係る相談について気軽に相談できる機関として支援を行っていくほか、地域包括

支援センター等とも連携した相談活動に取り組んでいく必要があります。

●障害者への支援

知的・精神障害のある方からのＤＶ被害相談が多く、半数以上が来所での相談と

なっています。障害者への支援に関しては、市町村において、地域自立支援協議会

重点施策４ 相談・支援の推進
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の開催や、身体障害者相談員、知的障害者相談員による相談支援活動が行われてい

ます。

また、障害者虐待防止の観点から、市町村障害者虐待防止センターや県障害者権

利擁護センターが、障害者虐待の防止や早期発見、適切な保護等の支援機能を果た

すため、県民に対する啓発や関係機関等との連携の強化等を行う必要があります。

●苦情調整員制度の活用

被害を受けた際に申立を行うことができる苦情調整員制度については、申出件数

が極めて少ないことから、引き続き制度の周知を図っていく必要があります。

◎ 施策を構成する柱とその内容

(1) ＤＶ相談支援センターの支援強化

○ 市町村における被害者支援への取組が円滑に進むよう、市町村への助言・情報提

供を行うとともに、連携を強化し被害者の支援に努めます。

○ 男性被害者も相談しやすい環境づくりに努めます。

○ 保護命令発令後や緊急時における被害者の安全確保に努めます。

○ 女性相談所の心理担当職員による出張相談や夜間・休日の電話相談に対応するほ

か、フリーダイヤルでの相談、Eメールによる相談を実施します。

(2) 警察における対応

○ 警察本部や各警察署の相談窓口で相談に応じるほか、保護命令発令の連絡を受け

たときは、早期に被害者等と連絡を取って防犯指導を行うなどの安全対策を実施し

ます。

また、加害者に対しても保護命令の趣旨や法令遵守の指導警告を行います。

(3) 性別を問わず相談しやすい環境の整備

○ ＤＶの加害者にも被害者にもならないために、男性についての相談窓口も広く周

知し、性別を問わず相談しやすい環境の整備に努めます。

(4) 外国人相談センターによる相談・支援の充実

○ 外国人相談センターの活用促進や通訳者の確保のほか、ＤＶに対する基礎的な知

識習得のための研修等による相談対応者のレベルアップのための研修を行い、外国

人被害者が相談・支援を受けやすい環境づくりに努めます。

○ ＤＶ相談支援センターなどのＤＶ被害に関する相談窓口と、外国人向けの相談窓

口（外国人相談センター及び地域外国人相談員）との連携を強化します。

(5) 高齢者への相談・支援の推進

○ 高齢者総合相談・生活支援センターにおいて、高齢者やその家族からの権利擁護

に関する相談に応じます。

○ 緊急的に高齢者の保護が必要な場合は高齢者福祉施設等に一時的に保護するなど、

地域包括支援センター等の関係機関と連携した相談支援体制の構築に努めます。
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(6) 障害者への相談・支援の推進

○ 福祉事務所や保健所等では、障害者が相談しやすい環境づくりを進めていきます。

(7) 苦情調整員制度の活用促進

○ ＤＶなどの人権侵害の拡大を防止するために設けられている苦情調整員制度につ

いて、より一層周知を図ります。

(8) 苦情への対応

○ 相談・保護対応や施策に係る問題点について、ＤＶ対策会議や各地域で開催して

いる配偶者暴力相談支援ネットワーク会議を通じ集約するとともに関係者へ周知し、

より適切な対応に努めます。

◎ 主な取組と内容

(1) ＤＶ相談支援センターの支援強化

主な取組 取組内容 主担当

◆市町村に対する助言・情 市町村職員を対象とした被害者の保護・支援に関する研修や 地域・家庭福祉課

報提供 会議の実施と、市町村における被害者支援にあたって技術的な 女性相談所

助言や情報を提供する。 県福祉事務所

◆心理担当職員の配置 女性相談所に心理担当職員を配置し、被害者に対しカウンセリ 地域・家庭福祉課

ング等を実施する。 女性相談所

◆出張心理相談事業 女性相談所の心理担当職員が各ＤＶ相談支援センター等へ出 女性相談所

向き、相談活動を実施する。一時保護退所者に本事業の利用を

促し、退所後のフォローアップとしても活用していく。

◆女性ダイヤル相談の実 相談しやすい環境づくりのため、フリーダイヤルの女性ダイヤ 女性相談所

施 ル相談を実施する。

◆電話相談員の配置 夜間、休日の相談に対応するため、女性相談所に電話相 女性相談所

談員を配置する。

◆Ｅメール相談の実施 聴覚障害や言語機能障害を持つ被害者からの相談や、ネット 女性相談所

利用者に対応するため、Ｅメールによる相談を実施し、必要時は 障害福祉課

来所相談や関係機関の情報提供を行う。

◆性別を問わず相談しや ＤＶ相談支援センターにおいて、男女問わず相談に応じている 地域・家庭福祉課

すい環境の整備（再掲） ことをウェブサイト上の表記を工夫するなどして県民に周知してい 次世代・女性活躍

く。 支援課

男性からの相談に対応する体制を整備するとともに、関係機関 県福祉事務所

との連携を強化する。 保健所

(2) 警察における対応

主な取組 取組内容 主担当

◆相談対応 被害者から相談を受けた場合は、相談機関、警察署長等の援 警察本部

助制度、保護命令制度、防犯指導などの必要な情報を提供する。 少年女性安全課

また、被害者からの相談に適切に対応するため他機関との連

携の強化を図る。子どものいる世帯については、児童虐待の可能

性を視野に子どもの身体確認等を徹底し、情報提供する。

◆保護命令発令後の対応 警察で裁判所から保護命令を発令した旨の通知を受けた場合 警察本部

は、被害者に対して被害防止の情報提供や緊急時の迅速な通報 少年女性安全課

等を教示し、更に親族等への接近禁止命令も発令された場合は、

親族等に対しても同様の教示を行う。

また、加害者に対し、保護命令の趣旨や法令遵守の指導警告

を行う。
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(3) 性別を問わず相談しやすい環境の整備

主な取組 取組内容 主担当

◆性別を問わず相談しや ＤＶ相談支援センターにおいて、男女問わず相談に応じている 地域・家庭福祉課

すい環境の整備 ことをウェブサイト上の表記を工夫するなどして県民に周知してい 次世代・女性活躍支

く。 援課

男性からの相談に対応する体制を整備するとともに、関係機関 県福祉事務所

との連携を強化する。 保健所

(4) 外国人相談センターによる相談・支援の充実

主な取組 取組内容 主担当

◆外国人相談センターによ 外国人相談センター及び県内地域振興局単位で配置した地域 国際課

る相談業務の実施 外国人相談員とのネットワークにより相談体制の充実を図る。

◆外国人被害者への通訳 言葉の不自由な外国人被害者に対する相談や支援のた 地域・家庭福祉課

の確保 め、外国人相談センター等と連携し通訳者の確保に努める。 国際課

女性相談所

☆外国人相談センター及び 外国人からのＤＶ相談を最初にもたらされる可能性がある地域 地域・家庭福祉課

地域外国人相談員への研 外国人相談員等に対し、ＤＶに対する基礎的な知識習得の機会を 国際課

修機会の提供 提供する。

(5) 高齢者への相談・支援の推進

主な取組 取組内容 主担当

◆高齢者総合相談・生活 高齢者やその家族からの権利擁護に関する相談について、高 長寿社会課

支援センターにおける相談 齢者総合相談・生活支援センターにおいて、専門的な知識を有す

支援事業 る社会福祉士等が対応する。

☆地域包括支援センター ＤＶネットワーク会議等を通して情報共有を行い、相互に連携し 長寿社会課

等との連携 た相談支援体制を構築する。 女性相談所

(6) 障害者への相談・支援の推進

主な取組 取組内容 主担当

◆手話通訳者等の支援 聴覚障害者等手話通訳や要約筆記が必要な被害者から 障害福祉課

の相談・保護に対応するため、手話通訳者等を養成し、市町 地域・家庭福祉課

村の派遣事業を支援するとともに、手話通訳者等にＤＶへの

理解を深めてもらうため、ＤＶに関する研修会等への参加を

促す。

◆Ｅメール相談の実施（再 聴覚障害や言語機能障害を持つ被害者からの相談や、ネット 女性相談所

掲） 利用者に対応するため、Ｅメールによる相談を実施し、必要時は 障害福祉課

来所相談や関係機関の情報提供を行う。

☆障害者虐待に関する啓 市町村や施設管理者・従事者を対象に、障害者虐待防止・権 障害福祉課

発や関係機関との連携強 利擁護研修を行い、障害者虐待防止等への理解を深め、各分野 地域・家庭福祉課

化 における専門性を強化する。

また、パンフレットの配布により県民・事業者への啓発を図る。

(7) 苦情調整員制度の活用促進

主な取組 取組内容 主担当

◆苦情調整員制度の周知 ホームページや情報誌等において、苦情調整員制度の内 次世代・女性活躍

容を周知する。 支援課

(8) 苦情への対応

主な取組 取組内容 主担当

◆苦情への対応 被害者支援や保護の推進において、被害者等からの苦情に関 地域・家庭福祉課

する相談を受け付けるとともに、ＤＶ対策会議や地域の配偶者暴 女性相談所

力相談支援ネットワーク会議において、関係者の共通認識を図り 県福祉事務所

ながら事例対応の検証と対応策を検討する。
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【 用語解説 】

●市町村障害者虐待防止センター

養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報または届出の受理のほ

か、障害者虐待防止に係る相談、指導、助言、広報等啓発活動を行うため、市町村の障害者福祉担

当部局または市町村設置施設に設置された機関。

●県障害者権利擁護センター

使用者による虐待に関する通報または届出の受理や市町村が行う措置の実施に関する連絡調整の

ほか、障害者虐待防止に係る相談、助言、情報提供、情報分析、広報等を行うため、都道府県に設

置された機関（秋田県は県障害福祉課に設置）。

●地域（自立支援）協議会

地方公共団体が、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関する支援体制の整備に関し、

中核的役割を果たす協議の場として設置するもの（事業者、雇用、福祉、教育、医療等の関連する

分野の関係者からなる)。

●高齢者総合相談・生活支援センター

高齢者及びその家族が抱える生活上の各種相談に応じる機関。県が秋田県社会福祉協議会に委託

し、秋田県社会福祉会館内に設置している。

●苦情調整員制度

配偶者間等の暴力行為や性的嫌がらせなど、男女共同参画の推進を阻害する行為による被害を受

けたときは知事に対して苦情処理の申し立てができ、県が置いた苦情調整員が、関係者の協力を得

た上で調査、指導や助言を行うことができる制度。
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◎ 現状と課題

●市町村(地域）における取組の強化

県内７地域で開催している配偶者暴力相談支援ネットワーク会議への市町村担当

職員の積極的な参加を働きかけ、市町村との連携強化に努めています。

市町村においては、平成１９年の配偶者暴力防止法の改正により基本計画の策定

やＤＶ相談支援センターの設置が努力義務として規定され、地域に根ざしたきめ細

かな支援のため、市町村における取組の強化が求められています。

県内で単独で基本計画を策定した市町村は１市のみで、男女共同参画基本計画等

の他の計画にＤＶ対策や被害者支援の施策を盛り込んでいる市町村は１９市町村に

とどまっているため、さらに積極的な取組に向けて働きかける必要があります。

市町村のＤＶ相談支援センターは未設置となっていますが、秋田市では２名の女

性相談員が配置されています。

市町村での被害者支援にあたっては、「市町村向けＤＶ相談マニュアル」を活用

した研修会等を実施し、どこの市町村であっても円滑な支援ができるよう相談支援

体制の整備に努める必要があります。

●高齢者への支援体制の強化

高齢者の増加に伴い、高齢者の生活も多様化し、権利擁護の相談が増えてきてい

ることから、各市町村や地域包括支援センターでは、高齢者に対する相談対応や、

権利擁護、虐待防止に係るネットワークの構築に努めており、継続して支援してい

く必要があります。

◎ 施策を構成する柱とその内容

(1) 市町村における相談・支援体制の強化

○ 県内７地域で開催している配偶者暴力相談支援ネットワーク会議への市町村担当

職員の積極的な参加を働きかけ、市町村との連携強化に努めます。

○ 「市町村向けＤＶ相談マニュアル」等を活用した研修会を実施し、市町村担当職

員などの相談対応スキルの向上を図り、ＤＶの防止や被害者の保護・支援の強化に

努めます。

○市町村基本計画の策定や市町村ＤＶ相談支援センターの設置に向けて、各会議や研

修等を通じて働きかけを行います。

(２） 地域包括支援センター等における相談機能・対応体制の強化

○ 各市町村の地域包括支援センターに対して、相談活動や虐待対応等に有効な情報

を提供するとともに、高齢者総合相談・生活支援センターとの連携体制構築により

相談・対応体制の強化を図ります。

重点施策５ 市町村（地域）における取組の強化
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◎ 主な取組と内容

(1) 市町村における相談・支援体制の強化

主な取組 取組内容 主担当

◆配偶者暴力相談支援ネ 各地域のＤＶ相談支援センターを中心に関係機関が集まり、相 地域・家庭福祉課

ットワーク会議（再掲） 互の連携強化と担当職員間の共通認識を深めるため、制度や対 女性相談所

応についての学習会や事例検討、情報交換等を実施する。 県福祉事務所

◆市町村に対する助言・情 市町村職員を対象とした被害者の保護・支援に関する研修や 地域・家庭福祉課

報提供（再掲） 会議の実施と、市町村における被害者支援にあたって技術的な 女性相談所

助言や情報を提供する。 県福祉事務所

◆市町村向けＤＶ相談マニ 年度の前半に市町村向けＤＶ相談マニュアルを活用した研修会 地域・家庭福祉課

ュアルの活用 等を実施し、市町村の相談支援体制の向上を図る。 女性相談所

◆市町村ＤＶ対策基本計 市町村における被害者への支援の強化に向けて、被害者に最 地域・家庭福祉課

画の策定等 も身近な行政主体である市町村に対しＤＶ対策に関する基本計

画の策定及びＤＶ相談支援センターの設置に向けた働きかけを

行う。

(2) 地域包括支援センター等における相談機能・対応体制の支援強化

主な取組 取組内容 主担当

◆地域包括支援センター 高齢者総合相談・生活支援センターに定期的に専門員を配置 長寿社会課

等における相談機能・対応 することにより、高齢者の権利擁護や虐待に関する相談体制の充

体制の支援 実を図り、地域包括支援センター等へ虐待事例を早期解決に結

びつけるための有効な情報を随時提供するなどして支援を行う。

【 用語解説 】

●地域包括支援センター

地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止など様々

な問題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、問題解決に向けた取組を実践している。
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◎ 現状と課題

●一時保護の支援

被害者は、身の危険を感じ、着の身着のまま逃げてくることも珍しくありません。

このため、ＤＶ相談支援センターや関係機関が連携して被害者の安全確保に努め

るとともに、女性相談所においては２４時間受け入れ可能な体制を整備しています。

また、居住地の近くで緊急に保護を要する場合や、加害者の追及から逃れるため

に遠方で保護することが必要な場合もあることから、委託契約を締結している社会

福祉施設等において引き続き被害者とその同伴家族を速やかに保護し、安全の確保

に努めていく必要があります。

●被害者の一時保護機能の充実

女性相談所の一時保護所では、専任保育士、専任看護師、心理担当職員等を配置

して、被害者や同伴家族が安心して過ごせる体制を整備しています。

被害者が障害者や高齢者である場合には、引き続き市町村や高齢者施設、保健所

等と連携して安全確保に努めます。

被害者が男性である場合には、女性相談所や一時保護を委託している施設では保

護できないことから、男性の保護について個々の状況を勘案し関係機関と連携しな

がら対応していく必要があります。

●被害者等の安全の確保

一時保護や退所後の被害者等の安全確保については、警察と女性相談所等関係機

関が情報を共有し緊密な連携により対応を行っています。

一方、被害者に係る情報の保護については、避難している被害者の居所等が加害

者に知られてしまうなど情報の漏えいがないよう、被害者に係る情報の管理につい

て、さらに細心の注意が求められていることから、被害者の支援に関わる関係機関

等に対して情報管理の徹底を呼びかけることが必要です。

◎ 施策を構成する柱とその内容

(1) 一時保護の支援

○ 女性相談所においては、２４時間体制で一時保護を実施します。また、委託契約

を締結している社会福祉施設等においては、被害者の状況に応じ、迅速な保護に努

めます。

(2) 被害者の一時保護機能の充実

○ 一時保護所において、心理担当職員による被害者の心のケアや保育士による同伴

児童への支援等、被害者の立場に立った支援に努めます。

重点施策６ 迅速で安全な保護体制の推進
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障害者、高齢者を保護する場合は関係機関との緊密な連絡を行うとともに、男性

被害者の保護の可能性について引き続き検討します。

(3) 被害者等の安全確保

○ 被害者等の安全確保について、配偶者暴力相談支援ネットワーク会議等で情報を

共有し、移送や一時保護について、警察や関係機関と連携し、安全に配慮します。

また、被害者等の情報の取り扱いについて、情報管理の制度の理解と認識を深め

厳正な管理を行うよう、各会議や研修等により周知を徹底します。

◎ 主な取組と内容

(1) 一時保護の支援

主な取組 取組内容 主担当

◆一時保護 女性相談所において２４時間の緊急対応を実施する。 地域・家庭福祉課

女性相談所

◆被害者一時保護委託事 委託契約を締結している社会福祉施設等において、被害 地域・家庭福祉課

業 者と同伴家族を一時保護する。 女性相談所

◆警察と地域・家庭福祉課 被害者への的確な対応について、必要に応じて情報交換や問 警察本部

・女性相談所による連絡会 題点を協議するための会議を開催する。 少年女性安全課

議の開催 地域・家庭福祉課

女性相談所

(2) 被害者の一時保護機能の充実

主な取組 取組内容 主担当

◆一時保護所への専門職 同伴児童への対応や、被害者へのきめ細かい養育支援がで 地域・家庭福祉課

種の配置 きるよう専任の保育士や看護師等の専門職種を配置する。 女性相談所

◆男性の一時保護委託の 男性被害者の実態把握に努め、一時保護委託の対応について 地域・家庭福祉課

検討 引き続き検討する。

◆障害者の一時保護 障害者の状況に応じて、市町村と連携して保護するなどの対応 障害福祉課

を行う。

◆地域包括支援センター 緊急に保護を要する高齢者を高齢者福祉施設等へ迅速に一時 長寿社会課

等による一時保護体制の 保護することができるよう、高齢者総合相談・生活支援センターが

支援 蓄積している情報を提供するなどして地域包括支援センター等を

支援する。

(３) 被害者等の安全確保

主な取組 取組内容 主担当

◆被害者の一時避難費用 殺人などの凶悪事件に発展することを防止するため、危険 警察本部

補助 性・緊急性の高い被害者がホテルなどに一時避難する際の宿 少年女性安全課

泊費の全額補助を実施する。

◆被害者の移送体制の整 移送にあたっては、市町村、女性相談所、県福祉事務所及 女性相談所

備 び警察が連携･協力して被害者の安全確保を行うことに加 県福祉事務所

え、二次的被害防止のため、女性職員や複数職員による対 地域・家庭福祉課

応を行うなど、被害者に配慮した移送体制の整備に努める。 警察本部

少年女性安全課

◆保護施設等の退所後の 警察による退所時の防犯指導及び安全確保対策を依頼する。 女性相談所

安全確保対策 被害者に対しては、保護命令の申立等の情報提供を行い、安全 県福祉事務所

確保に努める。退所後の相談に対しても継続して支援を行う。

関係機関と連携し、保護施設等の退所時に、警察署長等の援 警察本部

助制度、防犯指導などの必要な情報提供を行うとともに、緊急時 少年女性安全課

に備えた通報等を教示し、被害者の安全確保対策を行う。
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主な取組 取組内容 主担当

◆関係機関における安全 被害者の個人情報の適切な管理について、関係機関へ制度を 地域・家庭福祉課

確保のための被害者の情 周知するとともに配偶者暴力相談支援ネットワーク会議や市町村 女性相談所

報管理の徹底 職員研修等を通じて対応についての認識を深める。 県福祉事務所

市町村課

警察本部

少年女性安全課

◆被害者の子どもの安全 被害者の子どもに係る個人情報の適切な管理について、関係 地域・家庭福祉課

確保のための情報管理 機関へ周知徹底するとともに、配偶者暴力相談支援ネットワーク 女性相談所

会議や研修等を通じて対応についての認識を深める。 県福祉事務所

児童相談所
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◎ 現状と課題

●被害者の同伴児童への支援

県内で一時保護された方の年齢は、２０歳代から４０歳代のいわゆる「子育て世代」

が約７割を占めています。家庭で起こるＤＶは、一緒に生活している子どもの心に深

刻な影響を与えるものであり、子どもの目の前でＤＶが行われることは児童虐待です。

こういったことからも児童虐待とＤＶは重複して発生している可能性があり、対応機

関が緊密に連携し、考え得る対応を積極的に共有し適切に対処することが重要です。

このため、被害者と同伴児童の安全を確保するとともに、必要に応じ、児童相談所

での一時保護や児童心理司による心理的ケアや親子関係の改善等の支援を引き続き行

っていく必要があります。

●学習機会等の提供

一時保護中の同伴児童の保育や学習の機会を確保するため、女性相談所に専任保育

士を配置しているほか、職員による学習指導を行っています。

しかしながら、職員による学習指導には一定の限界があることから、学校や教育委

員会との連携、学習ボランティアの活用などにより、学習機会の確保に努めていく必

要があります。

◎ 施策を構成する柱とその内容

(1) 児童相談所との連携による支援

○ ＤＶ相談支援センター等と児童相談所が緊密な連携を深め、同伴児童の安全が守

られる場所の確保等に努めます。

また､被害者や児童の意向を尊重しながら､必要に応じた専門的な心のケアを行い

ます｡

(2) 学習機会等の提供

○ 学習ボランティアの活用による、一時保護所における学習機会の確保や情緒面の

安定に努めるほか、教育委員会や学校等と連携し、同伴児童の区域外就学や保育所

の広域入所について弾力的な対応を働きかけます。

◎ 主な取組と内容

(1) 児童相談所との連携による支援

主な取組 取組内容 主担当

◆発見・通報に関する相談 ２４時間体制で同伴児童に関する相談に対応する。 児童相談所

体制の充実

◆被害者の同伴児童への 同伴児童に対する心理的ケアのほか、親子関係の改善が必要 児童相談所

心のケア支援 な場合の支援を行う。

重点施策７ 同伴児童への支援の充実
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主な取組 取組内容 主担当

◆同伴児童の心理アセスメ ＤＶ目撃による心理的虐待の影響を確認し、児童相談所へ情報 女性相談所

ント 提供し、児童相談所で対応をする等、個々の事例の必要に応じて 児童相談所

実施する。

◆児童相談所との連携 同伴児童について、児童相談所一時保護所への入所が必要な 女性相談所

場合は、児童相談所と協議し一時保護を実施する。 児童相談所

(2) 学習機会等の提供

主な取組 取組内容 主担当

◆一時保護所への専門職 同伴児童への対応や、被害者へのきめ細かい養育支援がで 地域・家庭福祉課

種の配置 （再掲） きるよう専任の保育士や看護師等の専門職種を配置する。 女性相談所

◆学習ボランティアの活用 同伴児童がよりよい環境で学習できるよう元教員等の学習 女性相談所

ボランティアを活用した学習機会を提供する。

◆教育機関等との連携 同伴児童への学習支援について、必要に応じ教育機関等と協 女性相談所

議し、教育の機会を確保するよう努める。

◆同伴児童への一時保護 児童相談所で一時保護した同伴児童に対し、プログラムに沿っ 児童相談所

の充実 た生活指導のほか、心理的ケアやと学習指導を実施する。

【 用語解説 】

●児童虐待

児童虐待防止法においては、保護者（現に児童を監護する者）が、その監護する児童（18歳に満た

ない者）に対して行う身体的虐待（殴る・蹴る・縛る等）、性的虐待（性交・性的暴力・性的行為の

強要等）、ネグレクト（保護の怠慢や拒否等）、心理的虐待（暴言や差別、拒否的態度、同居する家庭

におけるＤＶ等）を児童虐待と定義づけている。

●心理アセスメント

面接や心理検査を通じて対象者の生活状況・行動特徴・性格傾向などを多角的に評価し、その対象

者が抱える問題を理解すること。
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◎ 現状と課題

●生活安定に向けた支援

被害者の自立を支援するためには居住の安定を図ることが重要です。

母子生活支援施設や婦人保護施設については、被害者及び同伴児童の心身の健康

や生活基盤の安定において当該施設における支援が適当と判断される場合は、その

利用に向けた調整を図る必要があります。

県営住宅については抽選において当選確率を２倍とし、また単身での入居を認め

る優遇措置を取っています。しかしながら、市町村公営住宅については、設置者で

ある各市町村にその判断が任せられており取扱いが異なっているため、優遇措置等

の実施の検討に向けて働きかけていく必要があります。

また、社会福祉施設等への入所申込にあたり、設置者によっては身元保証人等を

求める場合がありますが、被害者においては、その確保が困難な場合もあることか

ら、柔軟な対応を求めていく必要があります。

被害者の就業に向けた支援としては、公共職業安定所やひとり親家庭就業・自立

支援センター等において、就業相談や職業訓練制度などの情報提供を行っています。

また、新たな生活を始めるにあたり必要となる、健康保険や年金への加入、各種

貸付制度等について、引き続き福祉事務所や市町村と連携し、情報提供や助言を行

っていく必要があります。

●司法手続き等に関する支援

ＤＶ事案の根本的解決には法的な処理が必要となる場合が少なくありません。身

体に対する暴力や生命等に対する脅迫を受けた被害者が、生命や身体に重大な危害

を受けるおそれが大きい場合に、被害者は裁判所に保護命令の申立てを行い、被害

者や同居の子への接近を禁止する命令等を発令してもらい、安全を確保する必要が

あります。

被害者が離婚を希望する場合には、ＤＶ事案では当事者同士の話し合いが難しい

ことが多く、離婚に関する手続き（協議、調停、裁判等）や、子どもの親権等に関

する法律相談について情報提供し、引き続き専門家や関係機関等と連携をとりなが

ら支援していく必要があります。各機関で実施している無料法律相談等に関する情

報収集を積極的に行いながら、活用を促していく必要があります。

基本目標Ⅲ 被害者の自立支援

重点施策８ 生活基盤を整えるための支援の促進
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◎ 施策を構成する柱とその内容

(1) 生活安定に向けた支援

○ 福祉事務所と連携の上、被害者及び同伴児童の心身の健康や安定において必要と

判断される場合は、母子生活支援施設等での支援に向けて調整します。

○ 被害者の住宅確保に係る優遇措置が講じられていない市町村公営住宅については、

県や他市町村における取組の情報を提供しながら、優遇措置の検討を働きかけます。

また、社会福祉施設等への入所にあたっては、事前の情報提供や施設見学を実施

し、被害者の状況を知ってもらい、状況に応じて柔軟な対応となるよう連携を図り

ます。

○ 公共職業安定所、ひとり親家庭就業・自立支援センターにおける就業相談や職業

訓練制度など、就業支援に関する情報を提供していきます。

○ 健康保険、年金、児童扶養手当、保育所等の利用等に関する情報提供やその手続

きに関する支援を行うとともに、市町村に対し「住民基本台帳の閲覧等の制限」の

適正な運用を行うよう助言していきます。

(2) 司法手続き等に関する支援

○ 保護命令制度や離婚に関する法的制度に関する情報提供や助言を行うとともに、

弁護士等の専門家による法律相談会、法テラスによる法律扶助制度等について情報

提供を行います。

あわせて、配偶者暴力相談支援ネットワーク会議等を通じて、関係機関にも保護

命令制度等について説明し、周知が図られるようにします。

◎ 主な取組と内容

(1) 生活安定に向けた支援

主な取組 取組内容 主担当

☆母子生活支援施設等へ 被害者及びその子どもの心身の健康や安定において必要と判 地域・家庭福祉課

の入所 断される場合は、母子生活支援施設や婦人保護施設での支援に 県福祉事務所

向けて調整する。 女性相談所

◆県営住宅の優遇措置 被害者の居住を確保するため、県営住宅申込の抽選において 建築住宅課

当選確率が一般応募の２倍となる優遇措置を実施する。

◆市町村への情報提供 被害者の市町村公営住宅の入居に関し、優先入居、目的外使 建築住宅課

用による一時的な受入れが可能なものであることを周知する。

◆社会福祉施設等への入 入所申込時における身元引受人の取扱いについて、被害者の 地域・家庭福祉課

所 状況に応じて柔軟に対応するよう理解を求める。 女性相談所

県福祉事務所

◆身元保証人確保対策事 必要に応じて、被害者を対象とした身元保証人確保対策事業を 地域・家庭福祉課

業の導入 導入する。

◆公共職業安定所に関す 求人に関する情報等を提供するとともに、必要に応じて同行支 女性相談所

る情報提供 援する。 県福祉事務所

◆ひとり親家庭就業・自立 ひとり親家庭就業・自立支援センターにおいて、被害者に対し 女性相談所

支援センターにおける就業 て、求人情報やヘルパー講習会等の情報を提供するなど、就業 県福祉事務所

相談 について支援する。

◆生活保護制度に関する 生活保護制度の内容と手続きに関して情報提供するとともに、 女性相談所

情報提供 必要に応じて同行支援する。 県福祉事務所

◆児童扶養手当に関する 児童扶養手当制度の内容と手続きに関して情報提供するとと 地域・家庭福祉課

情報提供 もに、必要に応じて同行支援する。 女性相談所

県福祉事務所
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◆母子父子寡婦福祉資金 母子父子寡婦福祉資金制度の内容と手続きに関して情報提供 地域・家庭福祉課

に関する情報提供 するとともに、必要に応じて同行支援する。 女性相談所

県福祉事務所

◆母子家庭等自立支援給 母子家庭等自立支援給付金支給事業の内容と手続きに関して 地域・家庭福祉課

付金に関する情報提供 情報提供するとともに、必要に応じて同行支援する。 女性相談所

県福祉事務所

◆健康保険に関する手続 健康保険証の資格喪失について、被害者に係る被扶養者認定 女性相談所

き等の支援 手続き等の情報提供や被害者を世帯から外すときに必要な証明 県福祉事務所

書を発行する。

◆「住民基本台帳の閲覧 住民基本台帳の閲覧や住民票の写し等の交付請求があっ 市町村課

等の制限」の適正な運用 た場合、被害者保護のための措置が適切に運用されるよう

市町村に対し働きかけるとともに、関係機関への情報提供な

どを行う。

(2) 司法手続き等に関する支援

主な取組 取組内容 主担当

◆離婚に関する法的手続 離婚調停、裁判に関する手続き等についての情報提供をする。 女性相談所

きについての情報提供 県福祉事務所

◆保護命令制度の周知 保護命令制度について情報提供し、申立先の裁判所の紹介や 女性相談所

申立書等の記入方法について助言する。 県福祉事務所

◆裁判所等への同行 被害者が裁判所等で司法手続き等を行う際、職員の援助が必 女性相談所

要な場合は同行などの支援を実施する。 県福祉事務所

◆無料法律相談の実施 中央男女共同参画センターの相談室において、弁護士による 次世代・女性活躍

無料法律相談日を設ける。 支援課

◆法律扶助制度等の情報 司法手続きを進めるうえで利用できる「法律扶助制度」や無料 女性相談所

提供 法律相談に関する情報収集及び情報提供をする。 県福祉事務所

【 用語解説 】

●母子生活支援施設

18歳未満の子どもを養育している母子家庭、またはこれに準ずる事情にある女子が、生活上様々な

問題により子どもの養育が十分出来ない場合等に、居室を提供し、自立の促進のため、利用者に対す

る生活指導、就労指導、生活相談や子どもの学習指導を行う施設。

●婦人保護施設

生活指導・職業指導を通じて入所している女性の自立を援助する施設。

●ひとり親家庭就業・自立支援センター

ひとり親家庭の就業自立支援を図ることを目的として設立された機関で、ひとり親家庭の母等に対

し、就業に関する相談や技能習得講習会の実施、就業情報の提供等、一貫した就業支援サービスや生

活支援サービスを提供している（秋田県社会福祉会館５階に設置）。

●住民基本台帳の閲覧制限

ＤＶ加害者の追及を抑止するため、被害者の住民基本台帳の閲覧を制限するもの。

●法律扶助制度

国民の権利の平等な実現を図るために、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する

制度。一定の条件を満たす場合に限る。
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◎ 現状と課題

●被害者へのメンタルヘルスケア

被害者やその家族は、加害者と離れても緊張や不安におびえた状態が続いたり、気

持ちの整理がつかないなど、心の回復のためには一定の期間を要します。

このため、女性相談所では心理担当職員を配置してカウンセリングやフォローア

ップ面接等を継続していくとともに、精神保健福祉センターや保健所においては、

心の健康に関する電話相談や医師、保健師、心理判定員による相談等を継続してい

く必要があります。

●自助グループの組織化に向けた支援

県内においてＤＶに特化した自助グループの組織化は実現できていない状況にあ

ります。元被害者（サバイバー）同士が情報交換し、体験や感情を共有することで

「自助力」を引き出す効果が期待されることから、グループの組織化に向けて民間

団体等と連携していく必要があります。

なお、県及び市町村が民間団体等の情報を把握し、相互に連携を図りながら被害

者支援を行う体制を構築していく必要があります。

●アディクション・うつ病対策の実施

被害者は、被害を受けたことがきっかけとなって心の安定を欠き、アルコールや

ギャンブル、買い物等に依存したり、自己肯定感の低下などから、うつ的な状態に

なる場合もあります。その実情を把握しながら、引き続きアディクションやうつ病

に関して研修会等による正しい知識の普及に努めるほか、相談活動を行っていく必

要があります。

◎ 施策を構成する柱とその内容

(1) 被害者へのメンタルヘルスケアの実施

○ 女性相談所においては、心理担当職員や嘱託医を配置して被害者へのカウンセリ

ング等を継続します。また、精神保健福祉センターや保健所においては、心の病に

関する相談や支援を行います。

(2) 自助グループの組織化に向けた支援

○ ニーズの把握に努めながら民間支援団体等との連携により、被害者が体験を語れ

る場としてサポートグループの支援を行います。

(3) アディクション・うつ病に対する対策の実施

○ 研修会等を開催し、アディクションやうつ病に関する正しい知識の普及に努める

重点施策９ 心の回復支援の促進
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ほか、心の相談やアディクションに関する相談として、電話等による相談活動を行

います。

◎ 主な取組と内容

(1) 被害者へのメンタルヘルスケアの実施

主な取組 取組内容 主担当

◆心理担当職員の配置 女性相談所に心理担当職員を配置し、被害者に対しカウンセリ 地域・家庭福祉課

（再掲） ング等を実施する。 女性相談所

◆こころの電話 精神保健福祉センターにおいて、こころの電話相談を実施し、 精神保健福祉

◆地域精神保健福祉対策 必要に応じて女性相談所・医療機関等との連携を図る。 センター

また、精神保健福祉センター及び保健所において、関係機関と 保健所

連携しながら医師、保健師、心理判定員による相談や訪問活動を

実施するとともに、地域精神保健福祉対策の普及啓発を行う。

◆出張心理相談事業 女性相談所の心理担当職員が各ＤＶ相談支援センター等へ出 女性相談所

（再掲） 向き、相談活動を実施する。一時保護退所者に本事業の利用を

促し、退所後のフォローアップとしても活用していく。

(2) 自助グループの組織化に向けた支援

主な取組 取組内容 主担当

◆民間支援団体等の支援 同じような経験や悩みを持つもの同士が語り合える機会や自 地域・家庭福祉課

立に向けた情報が得られる場として、民間支援団体等で行う支援 県福祉事務所

内容についての情報提供を必要に応じ行っていく。 女性相談所

また、気軽に立ち寄って悩みを相談できる被害者の集いの場 県民生活課

の提供について、民間支援団体等と連携して推進していく。

☆民間支援団体等の情報 県及び市町村が地域の民間支援団体等の情報把握に努め、 地域・家庭福祉課

把握 被害者に対してより効果的な支援を提供できる体制を構築する。 県福祉事務所

女性相談所

(3) アディクション・うつ病に対する対策の実施

主な取組 取組内容 主担当

◆アルコール相談 被害者が相談窓口を活用できるよう関係機関相互の連携を図 精神保健福祉

りながら適切な情報提供を行うとともに、精神保健福祉センター及 センター

び保健所において、アルコール関連問題に関する相談へ対応す 保健所

る。 障害福祉課

◆うつ病対策（再掲） 支援関係者を対象としたうつ病対策研修やうつ病に対する医 保健・疾病対策課

療等の支援対策強化事業、アルコール・薬物依存症対応研修会

を引き続き実施する。

◆アディクションへの相談 精神保健福祉センター及び保健所において、アルコール・薬物 精神保健福祉

支援（再掲） ・ギャンブル依存等の問題に関連する相談に対応する。 センター

また、精神保健福祉センターにおいては、アルコール・薬物関 保健所

連問題に対する関心と理解を深めるための研修会、断酒会等自 障害福祉課

助グループへの技術的支援や情報交換等を行い嗜癖関連問題

の解決に向けた支援を行う。
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◎ 現状と課題

●市町村における地域に即した取組の強化

最も身近な行政主体である市町村においては、啓発活動のほか、地域に根ざした

きめ細かな支援や自立支援策の充実が期待されており、対応にあたっては、住民サ

ービスの各窓口担当者が潜在化している被害者や支援を求めている被害者に対して

共通認識を持ち、連携していくことが非常に重要です。

また、ＤＶは児童虐待や高齢者・障害者虐待等と関連がある場合があり、市町村

では既に要保護児童対策地域協議会や高齢者虐待防止ネットワーク等関係機関のネ

ットワーク化が図られている分野もあり、各ネットワークを活用し関係機関と情報

共有、役割分担することにより、対応が効果的に進められることが期待されます。

●関係機関との協力体制の構築
被害者の発見から自立に至るまでは、市町村、警察、医療機関、教育機関、民生

委員・児童委員、社会福祉施設、法律家、人権擁護委員、民間支援団体など多数の
機関や関係者がそれぞれの役割を生かし、協力して支援していくとともに、関係す
る機関に相談窓口等の設置を働きかけていくことが必要です。
県内では７地域において配偶者暴力相談支援ネットワーク会議を開催し、多数の

機関や関係者に参加を呼びかけて連携強化に努めるとともに、ＤＶ対策会議を開催
し、ＤＶ支援策の充実や計画の進行管理を行っています。

●ＤＶと児童虐待の特性・関連性を理解した対応・連携強化
令和元年６月の児童虐待防止法改正を踏まえ、ＤＶ対応機関は児童虐待の早期発

見に努め、児童虐待対応機関は被害者の適切な保護に協力するよう努める必要があ
ります。また、ＤＶと児童虐待の特性・関連性に関する理解を促進し、ＤＶ対応機
関と児童虐待対応機関それぞれの連携方法を検討する必要があります。

●広域連携の推進
加害者の激しい追跡から逃れるため、県域を越えた広域的な避難や保護が必要な

場合もあることから、広域的な取組みが円滑に行えるよう、他の都道府県との連携
に引き続き努めていく必要があります。

●多様な支援を行う民間支援団体との協働による支援
民間支援団体には、それぞれ特色や経験、強みがあるため、民間支援団体と女性

相談所や地域の女性相談員等が協働して被害者を支援していく必要があります。

●新複合化相談施設の整備を見据えた関係機関との連携の強化
被害者の精神的な問題に関する相談については、これまでも精神保健福祉センタ

ー等と連携しながら対応してきましたが、知的・精神障害のある方からのＤＶ被害
相談は多い現状です。障害のある方は被害に遭ってもそれを訴えることが難しい場
合もあり、繰り返し被害に遭うリスクがあります。このような背景からも、令和４
年度に開設予定の新複合化相談施設においては、より専門的な知見を持つ職員の緊
密な連携の下、効果的な支援が行えるよう支援の在り方を検討する必要があります。

重点施策１０ 関係機関の連携強化による取組の推進

基本目標Ⅳ 関係機関の連携強化と研修等による資質向上
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◎ 施策を構成する柱とその内容

(1)市町村における取組の推進

○ 各研修会や会議、情報提供等により、市町村の各窓口担当者による連携を推進し

ます。また、市町村で構築している既存のネットワーク等の活用について検討して

もらうよう働きかけを行います。

(2)関係機関との協力体制の構築

○ 地域における関係機関のネットワークを構築するため、配偶者暴力相談支援ネッ

トワーク会議を引き続き開催するとともに、ＤＶ対策会議を開催し、関係者が情報

の共有化や基本計画の進行管理を図りながら取組の推進と強化に努めます。

(3) ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化

○ 女性相談員等の要保護児童対策地域協議会への積極的参加や、同伴児童も含めた

被害者の適切な保護の体制整備を進めます。

○ ＤＶ対応を行う機関と児童虐待対応を行う機関のそれぞれの情報を包括的にアセ

スメントするリスク判断の手法や、各機関の協力体制の在り方について国より示さ

れる予定のガイドラインを基に検討します。

(4) 広域連携の推進

○ 広域的に対応する必要がある被害者が、支援を円滑に受けられるよう、他の都道

府県との連携に努めます。

(5) 民間支援団体との協働による支援の推進

○ 民間支援団体と女性相談所や女性相談員等が情報を共有し、協働して被害者を必

要な支援につなぎます。

(6) 新複合化相談施設の整備を見据えた関係機関との連携強化

○ 令和４年度に開設予定の新複合化相談施設において、より効果的な支援が行える

よう連携の在り方について検討します。

◎ 主な取組と内容

(1) 市町村における取組の推進
主な取組 取組内容 主担当

◆市町村向けＤＶ相談マニ 年度の前半に市町村向けＤＶ相談マニュアルを活用した研修会 地域・家庭福祉課

ュアルの活用（再掲） 等を実施し、市町村の相談支援体制の向上を図る。 女性相談所

◆市町村で構築している既 各研修会や会議、事例検討や情報提供等を通じて、市町村で 地域・家庭福祉課

存組織の活用検討 構築している既存のネットワーク組織等の活用について検討して 庁内関係各課

もらうよう働きかける。
◆市町村に対する助言・情 市町村職員を対象とした被害者の保護・支援に関する研修や 地域・家庭福祉課

報提供（再掲） 会議の実施と、市町村における被害者支援にあたって技術的な 女性相談所

助言や情報を提供する。 県福祉事務所

◆配偶者暴力相談支援ネ 各地域のＤＶ相談支援センターを中心に関係機関が集まり、相 地域・家庭福祉課

ットワーク会議（再掲） 互の連携強化と担当職員間の共通認識を深めるため、制度や対 女性相談所

応についての学習会や事例検討、情報交換等を実施する。 県福祉事務所

◆市町村におけるＤＶ対策 市町村における被害者への支援の強化に向けて、被害者に最 地域・家庭福祉課

基本計画の策定等(再掲) も身近な行政主体である市町村に対しＤＶ対策に関する基本計

画の策定及びＤＶ相談支援センターの設置に向けた働きかけを

行う。
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(2) 関係機関との協力体制の構築
主な取組 取組内容 主担当

◆ＤＶ対策会議の開催 ＤＶ対策会議を開催し、配偶者暴力防止法や基本計画に基づく 地域・家庭福祉課
ＤＶ防止、被害者の保護・自立支援等に関する施策の総合的か 女性相談所

つ効果的な推進に向けた計画の進行管理を行う。
必要に応じて、支援に直接関わる機関により構成される実務者

会議等により、事例対応の検証等を行い対応策を検討する。
◆配偶者暴力相談支援ネ 各地域のＤＶ相談支援センターを中心に関係機関が集まり、相 地域・家庭福祉課

ットワーク会議（再掲） 互の連携強化と担当職員間の共通認識を深めるため、制度や対 女性相談所

応についての学習会や事例検討、情報交換等を実施する。 県福祉事務所

(3) ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化
主な取組 取組内容 主担当

☆要保護児童対策地域協 ＤＶ対策と児童虐待防止対策との連携を強化するため、女性相 県福祉事務所

議会への参加 談員等の要保護児童対策地域協議会への積極的な参加を市町 地域・家庭福祉課

村に呼びかけていく。 女性相談所

(4) 広域連携の推進
主な取組 取組内容 主担当

◆広域連携の推進 県外の社会福祉施設等の活用など、広域的な取組が必要な場 地域・家庭福祉課

合、県域を越えた連携を推進する。 女性相談所

(5) 民間支援団体との協働による支援の推進
主な取組 取組内容 主担当

☆民間支援団体との協働 多様な支援を行っている民間支援団体と情報を共有し、被害者 女性相談所

支援 を必要な支援につなぐことができるよう連携を図っていく。 県福祉事務所

(6) 新複合化相談施設の整備を見据えた関係機関との連携強化
主な取組 取組内容 主担当

☆より効果的な連携の検 令和４年度に開設予定の新複合化相談施設において、精神的 精神保健福祉セン

討 な問題に関する相談について、知的・精神障害を抱えた被害者に ター

対して、より専門的で効果的な支援を行えるよう連携した支援の 福祉相談センター

在り方を検討する。 女性相談所
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◎ 現状と課題

●相談担当者研修の実施

被害者に対する不適切な対応が被害者に更なる被害（二次被害）を与える場合が

あり、相談担当者は常に被害者の心身の状況やニーズ、その他の事情を考慮して、

適切な情報提供や支援を行っていく必要があります。また、被害者が抱える問題が

複雑・多様化してきており、相談担当者の対応力の向上が求められていることから、

相談担当職員等を対象とした研修を継続的に実施しながら、職員の資質の向上に努

める必要があります。

特に、最も身近な行政主体である市町村においては、担当者の異動に伴う人材育

成や二次被害の防止はもちろん、ＤＶ相談支援センターの設置など主体的な取組が

求められることから、市町村担当者に対する研修を充実させる必要があります。

また、ＤＶ事案では法律的な問題を多くはらんでいることから、ＤＶ相談に関わ

る職員は最低限の法的な知識が必要となり、さらには弁護士などの専門家等との連

携も重要です。

●関係機関の取組強化

被害者の早期発見から保護、自立に至るまでには、多数の関係機関の連携による

支援が不可欠であり、支援に携わる一人ひとりがＤＶに関する理解を深め、適切に

対応することが求められます。このため、各関係機関に研修会等への参加が得られ

るよう積極的に働きかけていく必要があります。

●女性相談員の資質向上と処遇改善

被害者の置かれている厳しい現実や支援ニーズに対し、一定の水準で支援できる

体制を構築するため、専門職としての資質の向上や処遇の改善を図る必要がありま

す。

●相談担当職員のメンタルヘルス

複雑で困難なケースへの対応等により、ＤＶ問題に携わる相談担当者は精神的に

多くの負担を抱えていることから、心身の健康を損なうことのないようメンタルヘ

ルスケアの充実に努める必要があります。

◎ 施策を構成する柱とその内容

(1) 相談担当者研修等の充実

○ ＤＶ相談支援センター、市町村、民間支援団体等の相談窓口や被害者の保護に関

わる職員を対象とした研修をより充実させるとともに、ＤＶと関連のある児童虐待

や障害者虐待、高齢者虐待等の相談担当職員についても、引き続き、研修等への参

加について積極的に働きかけます。

○ ＤＶ相談に関わる職員は、日頃から法的知識の習得や法律相談に関する情報収集

重点施策１１ 支援者等のスキルアップと安全確保
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に努め、より具体的な情報提供が行えるようにします。

○ 配偶者暴力相談支援ネットワーク会議等において、定期的に事例検討や研修を実

施し、さらなる業務向上と被害者支援に努めます。

(2) 民生委員・児童委員協議会、医療機関等への取組強化

○ 民生委員・児童委員協議会、医療機関、教育関係者、地域包括支援センター等職

務関係者及びメンタルヘルスサポーター等地域で相談活動している関係者に対し、

研修等への参加について積極的に働きかけます。

(3) 女性相談員の資質向上と処遇改善

○ 複雑多様化する問題や困難な悩みを抱える被害者を支援できるよう、女性相談員

の資質の向上を図ります。また、その専門性に見合った処遇改善を検討していきま

す。

(4) 職務関係者や支援者等の安全確保

○ 「加害者対応マニュアル」(内閣府作成）等を準用し、相談窓口において加害者に

対し統一した対応を行うとともに、警察との連携を密にし被害者や職務関係者、支

援者等の安全確保に努めます。

(5) 相談担当職員のメンタルヘルスケアの実施

○ 各会議や研修を活用して、相談担当者が抱えている悩みを相談する機会やスーパ

ービジョンの機会を確保し、相談担当職員のメンタルヘルスケアに取り組みます。

◎ 主な取組と内容

(1) 相談担当者研修等の充実

主な取組 取組内容 主担当

◆相談担当者専門研修 ＤＶの特性等に関する理解を深め二次被害の防止を図るた 地域・家庭福祉課

め、ＤＶ相談支援センター、市町村、民間支援団体等の関係職員 女性相談所

を対象に法的な知識の習得の他、ＤＶ相談における基本的事項

を含めた相談に必要な専門的な内容の研修を実施する。

◆市町村担当者研修 市町村の相談担当者がＤＶの特性等に関する理解を深め、被 地域・家庭福祉課

害者に対する適切な情報提供や支援ができるよう、年度の前半 女性相談所

に研修を行う。

◆犯罪被害者支援に係る 犯罪被害者等の置かれている状況に対する理解・認識を深め 県民生活課

総合的対応窓口担当者研 るとともに、支援に必要な知識等を修得するため、県や市町村担

修会 当者等を対象に研修会を実施する。

◆配偶者暴力相談支援ネ 各地域のＤＶ相談支援センターを中心に関係機関が集まり、相 地域・家庭福祉課

ットワーク会議（再掲） 互の連携強化と担当職員間の共通認識を深めるため、制度や対 女性相談所

応についての学習会や事例検討、情報交換等を実施する。 県福祉事務所

◆女性相談員会議 女性相談員が被害者に対し、適切な相談対応や必要な援助・ 女性相談所

指導等ができるよう年２回開催する。

(2) 民生委員・児童委員協議会、医療機関等への取組強化

主な取組 取組内容 主担当

◆配偶者暴力相談支援ネ 各地域のＤＶ相談支援センターを中心に関係機関が集まり、相 地域・家庭福祉課

ットワーク会議（再掲） 互の連携強化と担当職員間の共通認識を深めるため、制度や対 女性相談所

応についての学習会や事例検討、情報交換等を実施する。 県福祉事務所

◆ＤＶ研修会等への参加 ＤＶに関する理解を深め、被害者の早期発見、支援に結びつけ 地域・家庭福祉課

の働きかけ（再掲） るため、市町村職員、民生委員・児童委員、人権擁護委員、医療 女性相談所
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機関、メンタルヘルスサポーター等に対し研修会等への参加を働

きかける。

☆母子保健連絡調整会議 子育て世代包括支援センターにおいて、市町村の保健師が行 保健・疾病対策課

等を通じた知識の習得（再 う支援を通じてＤＶの早期発見ができるよう、母子保健連絡調整

掲） 会議等の中で家庭内暴力に関する知識の習得を図っていく。 ま

た、ＤＶ発見時に関係機関等と連携した支援が行えるよう働きか

けていく。

◆高齢者虐待防止に関す 地域包括支援センター等の権利擁護担当者向けの事例検討 長寿社会課

る研修等の実施 会の開催や、虐待防止ネットワーク構築に向けた研修会を開催

し、担当者の資質向上を図る。

(3) 女性相談員の資質向上と処遇改善

主な取組 取組内容 主担当

☆女性相談員の資質の向 女性相談員の資質を向上させるため、実践力が身につくような 県福祉事務所

上 事例検討や研修等を行うほか、関係機関が行う研修についても受 女性相談所

講の機会を捉え積極的な参加を促す。 地域・家庭福祉課

☆女性相談員の処遇改善 女性相談員の専門性に見合った処遇改善を検討していく。 地域・家庭福祉課

(4) 職務関係者や支援者等の安全確保

主な取組 取組内容 主担当

◆警察との連携 警察と連携し、加害者の追及等から職務関係者や親類、 地域・家庭福祉課

知人等支援者の安全を確保する。 女性相談所

県福祉事務所

警察本部

各警察署

(5) 相談担当職員のメンタルヘルスケアの実施

主な取組 取組内容 主担当

◆ピアカウンセリング等の 相談担当者の精神的負担の軽減を図るため、関係機関が集ま 地域・家庭福祉課

機会の確保 る会議や研修会等の機会を利用して、ピアカウンセリングやスー 女性相談所

パーバイズを受ける機会の確保に努める。

◆メンタルヘルス事業の周 関係職員向けのメンタルヘルス事業や精神保健福祉センター 地域・家庭福祉課

知 で実施している相談事業や研修事業など、活用可能な事業を積 精神保健福祉セン

極的に周知する。 ター




